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（２）大変よくできました—ボウコクのゲンシリョク規制 
学識者 B 

 
発足から４年、某国のゲンシリョク規制に対しては、〝大変よくできました〟というほかない。

私がセンセーならば、まちがいなく〝はなまる〟を差し上げるところである。それが証拠に、規

制委員会・規制庁発足から４年経っても、動いている原発はわずか３基に過ぎない。 
 
立地地域 

原発立地地域は、緩やかな死に向かっている。一見順調に再稼働したかに見える薩摩川内にお

いてもその事情は変わらない。それは、今夏新たに成った首長（県知事）による避難計画の見直

しに加えて、３・１１当時のニッポン国の総理菅直人流の停止要請という時限爆弾を抱えている

からである。次の定期点検後の命運は、今や知事の掌中にある。柏崎・刈羽と同様、否それ以上

の試練が待ち受けていることは間違いない。 
西の原発銀座である敦賀・若狭地域は、見かけ上はともかく実態はさらに悲惨である。住民訴

訟の脅威に対して、事業者のみならず政府も何らなすすべを知らない。この地域へは、３・１１

後毎年何度も出かけているが、原発経済の衰退とともに、人口は緩やかに減少して行っている。

街の活力が削がれている。この地域の人々の中には、早くから原発経済依存の危うさに目覚め、

３・１１前すでに様々な地域おこしを模索し実践している有志が多数いる。彼らの中にある声は

こうである。約半世紀前の誘致活動が始まった頃から、地域は誘致受け入れ推進か反対かで二分

され懊悩してきた。推進派に回った人々は、反対派からのありもしない中傷に〝何度も心がへし

折れそうになった〟という。しかし、国民のため、国家のためになるということに信念を持って

受け入れを支持してきた。それが今はどうだ。国策を唱えた政府も、私たちを鼓舞した学者もそ

っぽを向いているとしか思えないという。声なき声が渦巻いているのである。とりわけ、推進派

つまり原子力ムラの学者なんぞは、調子の良かった昔は御用とばかりに喜び勇んで地域にやって

きて御説を滔々と垂れていた。しかし、今や顎も足も付かなくなって、ボランティアつまり手弁

当で地域に入って実情を説こうというものなぞほとんどいない。事業者は、地元民に対して（再

稼働に向けて）鋭意ちゃんとやっているから任せておけという。しかし、事業者も規制の前に人

力も金も使い果たして、尚道半ばといった体である。しかも、差し止め訴訟に対してはなす術を

持たない。 
原発立地地域は、今や政府からも事業者からも原子力ムラからも等閑にされ、衰亡の一途をた

どっている。 
 
某国のお笑いゲンシリョク規制 

事業者は情けない。端から見ていても情けないが、自らも過去４年の我が身を情けないと思っ

ているにちがいない。国会の黒川事故調査委員会は、３・１１前の規制のあり方を〝規制の虜〟

として厳しく指弾した。つまり、規制が事業者の虜になっていたという指摘で、そのことはその

通りであろう。しかし今やその関係が全くもって逆転している。事業者は完膚なきまでに〝規制

の虜〟になっている。規制に対して、言いたいことが言える状況には全くない。規制当局と事業



 

32  

者の間にはコミュニケーションの〝コ〟の字もない。仮になにか異論を言おうものなら、それは

『江戸の仇を長崎で討たれる』ことになるに違いないという恐怖心を抱いているのである。この

構図は３・１１以前の状況の単なる主客転倒。主と客が入れ替わっただけで、規制に巣食う『虜』

という病巣は取り除かれていないのである。むしろ、深く静かに進行し病はより悪化しているの

である。これは、死に至る病である。一体全体誰の死なのか——適正価格で安定供給される電気は

産業の血液である。よって、多電力消費型産業の死であり、それらが支える製造産業の死である。

我が国の依って立つところは、輸出を支える自動車、家電等等の製造産業である。つまり、国家

の経済の衰退である。 
某国のゲンシリョク規制の成果は現場つまり各地の原子力発電所に著しい。３・１１前とは大

きく様変わりしている。福島第一原子力発電所の事故が遺した一つの重要な教訓は、あの巨大地

震で発電所の枢要な機器は壊れなかった。にもかかわらず、今や基準地震動の値は大盤振る舞い

のてんこ盛りである。地震の加速度がきつすぎる。結果、免震構造では保たなくなってしまった。

すでに造り終えた免震重要棟を捨てて、岩盤の上に新たに堅牢極まりない〝耐震〟重要棟を建て

ざるをえなくなった。笑止千万。万里の長城とも揶揄される津波対策の巨大なモニュメントとし

ての防波壁。その他、竜巻対策の〝鳥かご〟や飛来物対策の頑強な鋼鉄製の壁などなど。枚挙に

暇なし。現場に足を運んでみて見るがよい。吹き出しそうになるのをこらえるのがやっとこさ。

果ては、高級な消防車、移動式電源車、移動式ポンプ車が敷地内にズラリと並ぶ。まるで、見本

市の様である。しかも、日々点検始動訓練するという。これには、笑う気力も失せる。嘆息する

ほかない。気が滅入ってきた。これらはすべて、１００万年に１回あるかないかの事態に対応す

るものである。現場を見に来た某国の規制イインは、『（私は）こんなものをお願いしてはいない』

と吐いた。あららららぁ〜。では一体誰がそんなものを発注したというのだ——責任者出てこい。

少なくとも、今や規制の虜に成り下がった事業者が、タイショウの腹の内を忖度して成った結果

であることには間違いない。責任の所在が不明の愚物に、事業者各社は何千億もの金をつぎ込ん

でいる。その金の出処は私たちの電気代である。安全は最優先である。しかしそこには安全への

投資と便益とのバランスがなければならない。某国の規制が生んだこの事態は、〝安全はすべて

の経済に優先する〟というプロパガンダの賜物である。これはまるで『お笑い北朝鮮』（テリー

伊藤著、１９９３年刊)ではないか。この書は、長期独裁政権にあって、独裁者の都合の良いプ

ロパガンダのもとに国民は変竹林な仕組みやモノ(例えば何の腹の足しにもならない巨大モニュ

メント)との共存を強いられている。その笑えない現実を揶揄したものである。 
某国のゲンシリョク規制は、お笑いを通り過ぎていまや亡国のゲンシリョク規制に成り下がっ

た。しかも、恣意的に。その張本人は規制のタイショウ T 氏である。合議制が事実上捨て置かれ

た状況下で、規制はまさに独裁の場に成り下がっている。 
 
何をすべきか？４つの論点 
１． 田中私案 

亡国のお笑いゲンシリョク規制の元凶は、いわゆる『田中私案』にある（添付資料 8-1）。こ

の私案は当初憲法違反の疑いすらあると学会筋で指摘するものもあったが、爾来そのまま放置

され事実上法と同等の効力を持って今尚お笑いゲンシリョク規制の根幹に巣食っている。早急
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になきものにすべきであろう。 
２． 法 

米国の原子力規制にあっては、連邦議会が規制法を作りその規制法のもとに米国規制委員会

（NRC）が機能する。そして、NRC は規則集である連邦行政規則集第１０編(10CFR)を作成し、

その下に事業者を規制している。ところが、我が国のケースは必ずしもそのようになっていな

い。典型的には、原子炉等規制法の中に法(act/law)と規則集(10CFR に相当するもの)が混在して

いる。この点は整理、合理化されなければならない。 
３． 独裁から合議制へ 

独裁を排するためには、重要事項を決する際には、規制委員５名の合議制という原則に立ち

返って運用するべきである。 
４． 人事 

規制をもって被規制者の心胆を寒からしめる輩は速やかに排されるべきである。 
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